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令和８年４月１４日 

地 域 学 校 連 携 課  

 

 

民設民営放課後児童クラブの整備・運営事業者の決定について 

 

１ 主旨 

 区では、新ＢＯＰ学童クラブの大規模化等の解消に向けて、区からの補助による民設

民営放課後児童クラブの整備を進めている。 

この度、運営事業者が確保すべき支援の質を定める「運営方針」等を理解し、区の事

業として積極的に協力することなどを要件とする募集要項のもと公募（提案型整備及び

認可保育所活用型整備）を行ったところ、提案型整備として２事業者、認可保育所活用

型整備として１事業者の提案があり、選定委員会での審査結果を踏まえ、以下事業者か

らの提案を採択し、整備・運営事業者として決定したので報告する。 

  

２ 提案型施設整備 

（１）採択した事業者及び提案施設 

※対象児童・・・・小学校１年生から３年生。ただし、心身の発達等により、個別的配慮

が必要な状態にある児童は６年生まで。（新ＢＯＰ学童クラブと同様） 

 

（２）経過 

令和７年 12月 26日    応募締め切り 

令和８年 １月 ５日～  書類審査及び現地調査・ヒアリング審査 

       ２月 19日    選定委員会において整備・運営事業者を選定 

２月 27日    整備・運営事業者の決定 

 

（３）評価 

① 基本方針 

  「放課後児童クラブ運営指針」、「世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の

基準に関する条例」、「世田谷区放課後児童健全育成事業の運営方針」等を理解したう

えで、世田谷区において新たな民設民営放課後児童クラブを運営する意欲と熱意を有

するとともに、質の維持・向上ができる事業者であることを基本とし、主に次の点を

重視して選定を行う。 

 

 

 

整備・運営事業者 提案施設の概要 
優先 

受入校 

名  称：社会福祉法人正道会 

所 在 地：長崎県長崎市かき道３丁目１番 

11号 

代 表 者：理事長 松尾 肇浩 

所 在 地：鎌田３丁目８番 11号１階 

建築構造：ＲＣ（４階建ての１階部分） 

延床面積：約 277㎡ 

予定定員：80人 

現 況：地上４階建て複合用途ビル 

開設時期：令和９年４月 

砧南 

小学校 
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評価項目 評価内容 

事業者の 

理念 

放課後児童健全育成事業の理

念・公共性・公益性を持ち、社

会的責任を担っている事業者

であること。 

事業者から提出された資料及び法人の経営に携わる責任者、

事業所の運営にかかる責任者等とのヒアリング内容から、放

課後児童クラブとしての社会的責任や地域における役割に

関する考え方等について、評価・審査を行う。また、子ども

の権利条約や世田谷区子どもの権利条例を踏まえ、子どもの

最善の利益を考慮した理念や事業内容となっているかにつ

いても評価・審査を行う。 

事業の安定

性・継続性 

運営にあたっての安定性・継続

性が担保されていること。 

事業者の財務状況等について公認会計士による財務内容の

確認を行うことで、子どもや保護者が安心して支援を享受し

続けることができるかについて評価・審査を行う。 

運営管理 

体制 

職員や利用者、外部の意見を取

り入れるなど、開かれた運営が

なされていること。 

内部の意見のみによる運営ではなく、客観的な外部の意見等

を運営にフィードバックさせることや、現場からの意見が経

営層の判断に反映される仕組みづくりがなされているかど

うかについて評価・審査を行う。 

質の確保 「世田谷区放課後児童健全育

成事業の運営方針」や区の目標

を理解した上で、子どもの最善

の利益や子どもの成長と育ち

を尊重し、子どもの視点に立っ

た支援を実施しており、区の理

念や目標も理解していること。 

事業者が現に運営している事業所の現地調査を行うととも

に、日々の活動内容や支援方法などを把握できる資料によ

り、運営内容について評価・審査を行う。 

人 材 の 確

保・育成・

継続年数 

計画的な職員採用・人材育成に

より、質の高い職員が確保され

ていること。 

採用方法や異動に伴う既存事業所への影響を注視しながら、

提案事業所に配置を予定する職員の年齢・継続年数等のバラ

ンスについて評価・審査を行う。また、職員に対する処遇や

研修の状況から、能力を高めながら働き続けることのできる

環境の整備等についても評価・審査を行う。 

この他、「配慮を要する子どもへの支援」、「児童虐待等、特別な配慮を必要とする子ども

への支援」、「保護者との連携」、「地域資源開発・地域連携」「関係機関との連携等」等につ

いても評価・審査を行う。 

② 審査方法 

  （ア）書類審査 

応募書類に関する書類審査及び公認会計士による財務状況に関する審査を行った。 

  （イ）現地調査・ヒアリング審査 

  事業者が運営する放課後児童健全育成事業の現地調査並びに施設長候補者等に対

しヒアリング審査を実施した。 

（ウ）総合評価 

書類審査及び現地調査・ヒアリング審査の結果を基に、総合的に評価したうえで 

整備・運営事業者を選定した。 
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（４）審査結果 

① 書類審査及び現地調査・ヒアリング審査 

事業者名 

書類審査 

評価点数 

（満点１０８） 

財務

審査 

現地調査 

評価点数 

（満点１３２） 

ヒアリング審査 

評価点数 

（満点１１２） 

総合 

評価点数 

（満点３５２） 

社会福祉法人正道会 ８４．０ Ａ １０８．０ ９１．０ 
２８３．０ 

（８０．４％） 

② 総合評価 

現在運営している施設では、子ども一人ひとりが自分たちのペースで過ごしてい

る様子が見られ、落ち着いて遊びに集中できる環境が整えられていることが確認で

きた。また、間食については、施設内で手作りされたものを子どもが自らのタイミ

ングで食べることができるなど、個々の生活リズムや主体性に配慮した運営がなさ

れていることなどから、本提案を採択できるとの評価に至った。 

 

（５）選定委員会の構成  

委 員 長   西 智子（日本女子大学 元特任教授） 

副委員長 松田 妙子（特定非営利活動法人せたがや子育てネット 代表） 

委  員 寺西 直樹（子ども・若者部子ども・若者支援課長） 

 

 

３ 認可保育所活用型整備 

（１）採択した事業者及び提案施設 

※対象児童・・・・小学校１年生のみ 

 

（２）経過 

令和７年 12月 24日    応募締め切り 

令和８年 １月 ５日～  書類審査及び現地調査・ヒアリング審査 

       ２月 25日    選定委員会において整備・運営事業者を選定 

３月 ５日    整備・運営事業者の決定 

 

（３）評価 

  「① 基本方針」及び「② 審査方法」については、２ 提案型施設整備と同様。 

 

 

 

整備・運営事業者 提案施設の概要 
優先 

受入校 

名  称：公益財団法人東京ＹＭＣＡ 

所 在 地：東京都新宿区西早稲田２丁目 

３番 18号 

代 表 者：代表理事 星野 太郎 

園  名：ＹＭＣＡ保育園ねがい 

所 在 地：船橋６丁目 26番５号 101号室 

建築構造：ＲＣ（８階建ての１階部分） 

専有面積：約 29㎡ 

予定定員：13人 

現 況：多目的室 

開設時期：令和９年４月 

希望丘 

小学校 
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（４）審査結果 

① 書類審査及び現地調査・ヒアリング審査 

事業者名 

書類審査 

評価点数 

（満点１０８） 

財務

審査 

現地調査 

評価点数 

（満点１３２） 

ヒアリング審査 

評価点数 

（満点１１２） 

総合 

評価点数 

（満点３５２） 

公益財団法人 

東京ＹＭＣＡ 
８５．７ Ａ １００．０ ９１．０ 

２７６．７ 

（７８．６％） 

② 総合評価 

現在運営している施設では、子どもたちが自由に遊びを選択し、活動する様子が

見られ、子どもの主体性を尊重した運営がされていることが確認できた。また、保

育園から学童期まで切れ目のない支援の実現や、地域との連携や保護者支援に対す

る視点についても強い意欲と理解があることなどから、本提案を採択できるとの評

価に至った。 

 

※事業者の選定にあたっては、総合評価点数が満点の７割を超えることを基本とし、質

の確保や提案の実現性などを総合的に判断している。 

※財務審査の指標は以下のとおりであり、Ｃ以下の評価の場合は選定しない。 

Ａ：おおむね良好な法人と考えられる  Ｂ：ほぼ平均的な法人と考えられる 

Ｃ：改善を要する法人と考えられる   Ｄ：破綻状態にある法人と考えられる 

 

（５）選定委員会の構成  

委 員 長 齋藤 史夫 （東京家政学院大学 元准教授） 

副委員長 普光院 亜紀（保育園を考える親の会 顧問） 

  委  員 渡部 健二郎（学校教育部地域学校連携課長） 
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【参考】提案場所：鎌田３丁目８番 11号（砧南小学校から直線距離で約 450ｍ程度） 

 

【参考】提案場所：船橋６丁目 26番５号（希望丘小学校から直線距離で約 200ｍ程度） 

提案場所 

砧南小学校 

提案場所 

希望丘小学校 
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【民設民営放課後児童クラブ 優先整備地域一覧】 令和８年４月時点 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「整備優先度マップ」はあくまで困窮している学区域を表現しており、民設民営放
課後児童クラブの整備誘導を図る場所については、当該小学校から概ね半径 800ｍ
圏内とする。ただし、「大規模化・狭隘化の解消への寄与度」「送迎の安全性」など
に懸念のある物件の場合、半径 800ｍ圏内でもお断りすることがあります。 

色 優先度 認められる整備手法 

赤 高 提案型・認可保育所活用型 

黄  提案型・認可保育所活用型 

緑  認可保育所活用型 

白 低 － 

参考資料 

令和９年４月開所予定 

定員１３名  

（公財）東京ＹＭＣＡ 

令和９年４月開所予定 

定員８０名  

（福）正道会 

令和９年４月開所予定 

定員８０名  

（福）雲柱社 

令和９年４月開所予定 

定員４０名  

（福）福翠会 

令和９年４月開所予定 

定員８０名  

（公財）東京ＹＭＣＡ 


